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平
成
十
八
年

五
月
十
九
日

(

金
曜
日)

号
外
第
五
十
三
号

目

次

公

告

○
建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

(

中
南
地
域

県

民

局)

…

�

○
右

同

(

同

)

…

�

○
右

同

(

青
森
県
土

整
備
事
務
所)

…

�

選
挙
管
理
委
員
会

○
政
治
資
金
規
正
法
に
よ
る
政
治
団
体
の
名
称
等
の
公
表

(

事

務

局)

…

�

○
政
治
資
金
規
正
法
に
よ
る
政
治
団
体
の
届
出
事
項
の
異
動
の
届
出

(

同

)

…

�

○
政
治
資
金
規
正
法
に
よ
る
政
治
団
体
の
解
散
の
届
出

(

同

)

…

�

○
政
治
資
金
規
正
法
に
よ
る
資
金
管
理
団
体
の
届
出
事
項
の
異
動
の
届

出

(
同

)

…

�

○
政
治
資
金
規
正
法
に
よ
る
資
金
管
理
団
体
の
指
定
の
取
消
し
の
届
出

(
同

)

…

�

○
政
治
活
動
の
た
め
に
寄
附
を
受
け
又
は
支
出
を
す
る
こ
と
が
で
き
な

い
団
体

(

同

)
…

�

公

告

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号)

第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
十
八
年
五
月
十
九
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

商
号
又
は
名
称

今
設
備
工
業

二

氏
名

今

勇
一

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

黒
石
市
あ
け
ぼ
の
町
八
五
の
五

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可

(

般
―
一
三)

第
一
五
四
七
六
号

五

取
消
年
月
日

平
成
十
八
年
四
月
二
十
七
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

土
木
、
と
び
・
土
工
、
ほ
装
、
水
道
施
設
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

平
成
十
八
年
四
月
一
日
前
記
建
設
業
者
が
前
記
の
工
事
業
を
廃
止
し
た
こ
と
が
、
届
出
に
よ
り

確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
該
当
す
る
。

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号)

第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
十
八
年
五
月
十
九
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

商
号
又
は
名
称

有
限
会
社
工
建

二

代
表
者
の
氏
名

工
藤

弓
弦

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

弘
前
市
大
字
取
上
二
丁
目
三
の
五

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可

(

般
―
一
四)

第
一
六
〇
四
三
号

五

取
消
年
月
日

平
成
十
八
年
五
月
八
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

土
木
、
建
築
、
と
び
・
土
工
、
管
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

平
成
十
八
年
四
月
三
十
日
前
記
建
設
業
者
が
前
記
の
工
事
業
を
廃
止
し
た
こ
と
が
、
届
出
に
よ

り
確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
該
当
す
る
。

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

…
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建
設
業
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号)

第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
十
八
年
五
月
十
九
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

商
号
又
は
名
称

株
式
会
社
千
葉
室
内

二

代
表
者
の
氏
名

千
葉

哲
朗

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

青
森
市
新
町
二
丁
目
八
の
一
二

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可

(

特
―
一
三)

第
八
四
七
九
号

五

取
消
年
月
日

平
成
十
八
年
四
月
二
十
六
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

内
装
仕
上
工
事
業
に
係
る
特
定
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

平
成
十
八
年
三
月
二
日
前
記
建
設
業
者
が
前
記
の
工
事
業
を
廃
止
し
た
こ
と
が
、
届
出
に
よ
り

確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
該
当
す
る
。

選
挙
管
理
委
員
会

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
四
十
六
号

政
治
資
金
規
正
法

(

昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号)

第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
政
治

団
体
の
設
立
の
届
出
の
あ
っ
た
政
治
団
体
の
名
称
等
を
同
法
第
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
次

の
と
お
り
告
示
す
る
。

平
成
十
八
年
五
月
十
九
日

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

川

村

能

人

政
党
以
外
の
政
治
団
体

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
四
十
七
号

政
治
資
金
規
正
法

(

昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号)

第
七
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
政
治

団
体
か
ら
届
出
事
項
の
異
動
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
七
条
の
二
第
一
項
後
段
の
規
定
に
よ

り
告
示
す
る
。

平
成
十
八
年
五
月
十
九
日

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

川

村

能

人

一
以
上
の
市
町
村
の
区
域
又
は
公
職
選
挙
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号)

第
十
二
条
に
規
定
す

る
選
挙
区
の
区
域
を
単
位
と
し
て
設
け
ら
れ
る
政
党
の
支
部
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政
治
団
体
の
名
称

代
表
者

氏

名

会
計
責
任

者
氏
名

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

届

出

年
月
日

ス
ク
ラ
ム
３
８
５

草
沢
春
美

對
馬
茂
文

八
戸
市
大
字
長
苗
代
字
上
中
坪

三
五
の
一

平
成

��･

�･

��

奈
良
岡
た
か
し
後

援
会

竹
内
勇
真

和
田
正
彦

青
森
市
桜
川
四
丁
目
一
の
八

��･

�･

��

笹
倉
健
後
援
会

沼
山福
之
助

笹
倉
永
香

上
北
郡
東
北
町
字
滝
沢
平
二
の

一
三
一

��･

�･

��

奈
良
岡
文
英
後
援

会

古
川
秀
輝

山
内
友
市

南
津
軽
郡
藤
崎
町
大
字
福
島
字

駒
田
四
の
一

��･

�･

��

瓜
田
松
夫
後
援
会

中
村喜
代
春

千
島
礼
子

青
森
市
大
字
新
城
字
平
岡
一
九

〇
の
二

��･

�･

��

外
崎
栄
後
援
会

外
崎
光
則

外
崎
勝
也

つ
が
る
市
森
田
町
中
田
米
倉
三

三
の
六

��･

�･

��

政
治
団
体
の

名

称

異
動
事
項

新

旧

届

出

年
月
日

自
由
民
主
党
金
木

町
支
部

会
計
責
任
者

沢
田

実

前
田

昭
一

平
成

��･

�･

�

自
由
民
主
党
青
森

県
青
森
市
第
五
支

部

会
計
責
任
者

杉
田

一

藤
本

誠
吾

��･

�･

�

自
由
民
主
党
青
森

県
石
油
販
売
業
支

部

会
計
責
任
者

平
野

正
彦

辻

憲
一

��･

�･

�



� �

政
党
以
外
の
政
治
団
体

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
四
十
八
号

政
治
資
金
規
正
法

(

昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号)

第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
政
治
団
体
か
ら
解
散
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
十
八
年
五
月
十
九
日

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

川

村

能

人

政
党
以
外
の
政
治
団
体

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
四
十
九
号

政
治
資
金
規
正
法

(

昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号)

第
十
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
資

金
管
理
団
体
の
届
出
事
項
の
異
動
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
告
示
す
る
。

平
成
十
八
年
五
月
十
九
日

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

川

村

能

人

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
五
十
号

政
治
資
金
規
正
法

(

昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号)

第
十
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
資

青 森 県 報平成18年５月19日 金曜日 号外第53号3

自
由
民
主
党
田
子

町
支
部

会
計
責
任
者

宇
藤

大
介

袖
村

国
雄

��

･

�･

��

自
由
民
主
党
名
川

支
部

政
治
団
体
の

名
称

自
由
民
主
党
名
川
支

部

自
由
民
主
党
名
川
町

支
部

��･

�･

��

自
由
民
主
党
百
石

支
部

代

表

者

西
館

芳
信

西
舘

芳
信

��･

�･

��

自
由
民
主
党
弘
前

市
支
部

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

弘
前
市
大
字
百
石
町

三
一
の
一

弘
前
市
大
字
徳
田
町

二
九
の
三

��･

�･

��

政
治
団
体
の

名

称

異
動
事
項

新

旧

届

出

年
月
日

堤
喜
一
郎
後
援
会

会
計
責
任
者

原
子

守

坂
本

新
一

平
成

��･

�･

�

田
中
元
後
援
会

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

弘
前
市
大
字
新
岡
字

萩
流
四
九

弘
前
市
大
字
賀
田
一

丁
目
六
の
一

��･

�･

�

中
田
博
文
後
援
会

会
計
責
任
者

福
山

フ
ジ
エ

森
山

健
司

��･

�･

��

青
森
県
歯
科
医
師

連
盟

代

表

者

高
畑

研
佑

清
藤

勇
也

��･

�･

��

苫
米
地
繁
雄
後
援

会

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

上
北
郡
六
戸
町
大
字

犬
落
瀬
字
下
久
保
一

の
二
四
三

上
北
郡
六
戸
町
大
字

犬
落
瀬
字
千
刈
田
二

の
五

��･

�･

��

中
原
爽
青
森
県
後

援
会

代

表

者

高
畑

研
佑

清
藤

勇
也

��･
�･

��

藤
本
克
泰
後
援
会

会
計
責
任
者

杉
田

一

藤
本

誠
吾

��･

�･
��

青
森
県
政
治
経
済

研
究
会

政
治
団
体
の

名
称

青
森
県
政
治
経
済
研

究
会

青
森
県
政
治
経
済
研

究
同
士
会

��･

�･

��

蛯
沢
正
雄
後
援
会

代

表

者

乙
部

繁
作

蛯
沢

一
成

��･

�･

��

佐
藤
松
男
後
援
会

代

表

者

長
谷
部

栄
成

熊
野

邦
勝

��･

�･

��

政

治

団

体

の

名

称

解
散
年
月
日

届
出
年
月
日

工
藤
内
記
後
援
会

平
成
��･

�･

�

平
成
��･

�･

�	

里
村
誠
悦
後
援
会

��･

�･

��

��･

�･

��

誠
会

��･

�･

��

��･

�･

��

外
崎
栄
後
援
会

��･

�･

��

��･

�･

��

届
出
者
の
氏
名

(
公
職
の
種
類)

資
金
管
理
団

体
の
名
称

異
動
事
項

新

旧

届

出

年
月
日

佐
藤

克
晴

(

弘
前
市
議
会

議
員)

中
津
軽
郡
を

明
る
く
す
る

会

公
職
の
種

類

弘
前
市
議
会
議

員

県
議
会
議
員

平
成

��･

�･

��



� �

(

発
行
所
・
発
行
人)

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(
印
刷
所
・
販
売
人)

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円
一
銭

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行

金
管
理
団
体
の
指
定
の
取
消
し
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
告
示
す
る
。

平
成
十
八
年
五
月
十
九
日

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

川

村

能

人

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
五
十
一
号

次
の
政
治
団
体
は
、
政
治
資
金
規
正
法

(

昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号)

第
十
七
条
第
二

項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
十
八
年
四
月
一
日
以
降
、
政
治
活
動

(

選
挙
運
動
を
含
む
。)

の
た
め
に

寄
附
を
受
け
、
又
は
支
出
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
団
体
と
な
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に

よ
り
告
示
す
る
。

平
成
十
八
年
五
月
十
九
日

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

川

村

能

人

一
以
上
の
市
町
村
の
区
域
又
は
公
職
選
挙
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号)

第
十
二
条
に
規
定
す

る
選
挙
区
の
区
域
を
単
位
と
し
て
設
け
ら
れ
る
政
党
の
支
部

政
党
以
外
の
政
治
団
体
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届
出
者
の
氏
名

(

公
職
の
種
類)
資
金
管
理
団
体
の

名

称

代
表
者

氏

名

主
た
る
事
務
所
の

所

在

地

届

出

年
月
日

里
村

誠
悦

(

青
森
市
議
会

議
員)

誠
会

里
村
誠
悦

青
森
市
幸
畑
一
丁
目
八
の

三

平
成

��･

�･

��

政
治
団
体
の
名
称

代
表
者

氏

名

会
計
責
任

者
氏
名

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

自
由
民
主
党
風
間
浦

村
支
部

山
本

勉

宮
古

勝
利

下
北
郡
風
間
浦
村
大
字
蛇
浦
字
蛇
浦

二
六
の
八

政
治
団
体
の
名
称

代
表
者

氏

名

会
計
責
任

者
氏
名

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

石
屋
俊
夫
後
援
会

細
越
善
次
郎

石
屋
美
佐
男

八
戸
市
南
郷
区
大
字
市
野
沢
字
中
市

野
沢
九

葛
西
奉
弘
後
援
会

葛
西

諭

葛
西

竹
彦

弘
前
市
大
字
桜
ケ
丘
一
丁
目
五
の
一

澤
田
眞
一
後
援
会

岩
川

幸
博

木
津

淳

つ
が
る
市
柏
稲
盛
岡
崎
三
六
の
二

杉
山
憲
男
後
援
会

秋
田

与
一

中
村

孝
也

上
北
郡
横
浜
町
字
横
浜
六
九

成
田
良
一
後
援
会

成
田

博
義

成
田

修
一

北
津
軽
郡
板
柳
町
大
字
大
俵
字
和
田

二
〇
四
の
二

東
浩
二
後
援
会

田
中

寿
明

米
内
口
昭
弘

上
北
郡
東
北
町
字
上
笹
橋
一
一
の
三

戸
来
恵
子
後
援
会

佐
々
木
繁
美

米
田

洋
子

十
和
田
市
西
二
十
二
番
町
四
七
の
一

〇

戸
来
勉
後
援
会

洞
内

徳
蔵

沼
田

実

十
和
田
市
大
字
相
坂
字
小
林
一
二
の

三

豊
友
会

長
内

清
治

蝦
名

正
彦

つ
が
る
市
稲
垣
町
豊
川
藤
見
山
二
六

� �


